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保育所利用の仕組み

【 市町村 】 ＜保育の実施責任あり＞

○「保育に欠ける」という要件の認定を行う。
○希望が保育所の入所受入れ枠を上回る場合

には、公平な方法で選考。

【 認可保育所 】 ＜認可は都道府県等が行う＞

○保育時間 ： 原則８時間
○児童福祉施設最低基準の遵守
○通常保育以外に 延長保育、休日保育、夜間保育等

を行う保育所もある。
○「保育所保育指針」に基づき、児童の発達に応じた

保育を提供

【 利用者 】

希望の保育所の申込
保育料の支払

公立で実施又は民間委託
保育費用（運営費）の支払

保育の実施

対象及び手続き

対象:０歳から就学前の保育に欠ける児童

日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設
（児童福祉法第39条第1項）

保 育 所
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認可保育所の入所基準（政令）
－「保育に欠ける」の判断基準－

○児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）（抄）

第２４条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定め
る事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第３９条第２項に規定する児童の保育に欠ける
ところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所におい
て保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、
その他の適切な保護をしなければならない。

②～⑤ （略）

○児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）（抄）

第２７条 法第２４条第１項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各
号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であ
つて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合
に行うものとする。

一 昼間労働することを常態としていること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有してい
ること。

四 同居の親族を常時介護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
六 前各号に類する状態にあること。


